
 

 

改正貸金業法の完全施行後４年を迎えての会長声明 

 

 貸金業法等の改正による出資法の上限金利の引下げ及び収入の３分の１以上の貸

付の禁止（総量規制）等の完全施行がなされてから，本日で４年が経過した。 

 法改正時からこれまでの間に，５社以上の借入れを有する多重債務者が約２３０

万人から約１８万人に，自己破産者（自然人）は約１７万人から約８万人に，いず

れも激減している。懸念する声があったヤミ金の被害に関しても，各地の警察署，

消費生活センター等への被害届，相談件数等は減少傾向を示している。また，偽装

質屋の摘発による出資法違反事案は増加しているものの，警察の取締りによってそ

の被害も抑制されている。 

 加えて，多重債務による自殺者は法改正時の１９７３人から６８８人に大幅に減

少した。全体の自殺者は，２０１２年には１５年ぶりに３万人を割り，２０１３年

も２７，２８３人となっており，多重債務対策は自殺対策としても機能していると

評価されている。 

 このように，統計上，改正貸金業法の完全施行によって，多重債務問題は大きく

改善していることは明らかである。しかるに，近時，一部の優良貸金業者について

は，総量規制の適用を受けないこととし，さらに，金利規制を緩和しようとする動

きがある。「改正貸金業法の完全施行により借りられなくて困っている人が増えた」，

「ヤミ金が増えた」等を理由とするものであるが，その主張を裏付ける事実は確認

されていない。 

 さらに，特定複合施設区域の推進に関する法律案（いわゆる「カジノ解禁推進法

案」）が国会に提出され，本日，審議入りした。同法案は，一定の条件の下にカジ

ノという民間賭博場の設置を認めるとするものであるが，多重債務問題の再燃が懸

念されることから，廃案を求めたところである。 

このようなカジノ解禁推進法案の審議入り及び総量規制の撤廃等の貸金業法の改

正の動きは，多重債務問題が解消に向けて大きく前進していることに逆行するもの

である。 

 今後も当連合会は，総量規制の撤廃や金利規制の緩和に反対するとともに，カジ

ノ解禁推進法案の廃案を重ねて求め，多重債務者の救済に積極的に取り組んでいく

ことを，ここに決意する。 

  

  ２０１４年（平成２６年）６月１８日 

 

日本弁護士連合会       

会長 村 越   進    
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貸金業法施行後の状況 
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◎2006年貸金業法改正以前の状況 

 

                

 

 

                  ※自己破産件数・自殺者数は平成１７年の統計 

  

     正規の貸金業者を利用しても、多数の者が経 

   済的に破綻 

 

  高金利は過剰与信を誘発し、過剰与信は過酷な取り立てを
誘発し、過酷な取り立ては借り手を自転車操業に追い込み、
多重債務に陥らせる。 

      

      「高金利、過剰与信、過酷な取立て」 

              のいわゆるサラ金三悪 

 

 

 

・サラ金利用者        １４００万人 
・５件以上借入の多重債務者   ２３０万人 
・自己破産者     年間１８万４０００人 
・経済・生活苦による自殺者 年間７８００人 

その原因 
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 多重債務問題を解決し、安心して利用
できる貸金市場を目指す  

 問題の根本を規制し、新たな多重債務
者の発生を抑止 

   

        

・高金利 
・過剰与信 
・過酷な取立
て 

◎上限金利引下げ 
◎総量規制 
◎行為規制・参入規
制 

 

サ
ラ
金
三
悪 

 

貸
金
業
法 

◎2006年貸金業法改正 

そこで… 
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 多重債務改善プログラムを官民共同で推進。 

 業者規制だけでなく、公的制度・社会的連携を構築。 

 

① 相談窓口の拡充 
② セーフティネット貸付 
③ ヤミ金融の撲滅 
④ 消費者教育 

多重債務を原因とす
る自殺や、ヤミ金融
被害減少のポイント
は、ココにある。 

・ 緊急保証制度・セーフティネット貸付け 
・ 中小企業金融円滑化法・金融検査マニュアル改訂 
・ 中小企業経営力強化支援法 

消費者金融に頼らない資金繰りの支援こそが、中小企業
に対する何よりの支援に。 

◎ 2007年多重債務問題改善プログラム 

◎ 2008年リーマン・ショック以降の中小企業資金
繰り支援 
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     総量規制撤廃・金利引上げを拙速に行う 

       必要性はない。  

 

2006年貸金業
法改正 

2007年多重
債務問題改
善プログラ
ムの決定 

2008年リーマ
ン・ショック
以降の中小企
業資金繰り支

援 

３つの政
策が相互
作用を産
み、大き
な効果を
挙げてい
る。 

現状は… 

一連の法改正による効果 

・多重債務者の大幅な減少 
・破産件数・経済苦を理由とする自殺者の減少 
・ヤミ金融被害の減少      …etc 
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法改正前は230万人だった「5件以上借入れ」の者は、171万人（2007年）から17万人
（2014年）へと大幅減少。逆に、借入れ件数１件の者は増加。 

230万人 
（法改正前） 

現在の登録人数1173万人は、労働力人
口（2014年3月で約6581万人）に対し、
およそ６人に１人の割合。 

１人当たり借入残高は117万円（2007
年）から52万6000円（2014年）へ。 

現状は････ 

×「返済能力がある人に貸せない」○「貸し過ぎが減っている」 

◎多重債務者は確実かつ大幅に減少。 
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「カード破産」が 
社会問題化 

◎破産・自殺は減少。しかし高金利を容認すれば、再燃の恐れ。  
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金融庁・財務局・都道府県 

日本貸金業協会 

消費者センター 

警察 

710人
523人

323件 341件

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

データ出典：警察庁

検挙状況

検挙人員（人） 検挙事件数（件）

321,841

人
154,511

人
31,049人

322億

3639万

円 199億

7536万

円

150億

0401万

円

2003年 2006年 2013年

データ出典：警察庁

被害状況
被害人員等(人） 被害額等(円）

※ 2013年のデータには、いわゆる偽装質屋の摘発も
含む。2013年10月、11月と、大型の偽装質屋の摘発が
なされている。 

どのデータを見ても、
改正前に比べてヤミ
金融被害は確実に減

少している。 

◎ ヤミ金融被害も、着実に減少している。 
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中小企業の資金繰りの悪化要因として「改正貸金業法の影
響」をあげたのは、０％。本業の不振こそが問題。 

総量規制の「例外貸付け」は、Ａ４版１枚の「事業・資金・収支計画」を提出し、返済能力
を超えないと認められれば、年収３分の１を超える借入れが可能。利用状況は、2011年9月以
降は、微増ないし横這いの状況。 

20万2333件 20万7932件 21万3125件 21万6233件 21万7476件 21万8264件 21万2743件 21万5111件

2012年3月 2012年9月 2013年3月 2013年9月
データ出典：日本信用情報機構

「事業を営む個人顧客に対する貸付け」（総量規制の例外）の登録状況

総登録情報件数

商工会議所では････ 

個人事業主は？ 

中小企業の資金繰りの悪化要因〈いずれも％〉 
（2010年2月～2012年2月） 

2011年 
2月 

2012年 
2月 

2013年 
2月 

販売不振・在庫の長期化等、中
小企業の営業要因 

78.5 85.9 92.4 

融資審査等、金融機関の融資態
度 

9.4 3.7 5.9 

融資期間・返済条件等、金融機
関の融資条件 

4.9 7.6 1.0 

改正貸金業法の施行の影響等ノ
ンバンクの融資態度 

0.0 0.0 0.0 

セーフティネット貸付・保証等、信
用保証協会や政府系金融機関
等の対応 

7.2 2.9 0.7 

出所：金融庁「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の
概要」 

（2012年5月～2013年5月） 

2013年 
5月 8月 11月 

2014年 
2月 5月 

販売不振・在庫の長期化等、
中小企業の営業要因 

91.0 99.5 98.7 100.0 100.0 

金融機関の融資態度や融
資条件等 

5.4 0.5 1.3 0.0 0.0 

東日本大震災や福島原発
事故等の影響 

0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

改正貸金業法の施行の影
響等ノンバンクの融資態度 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

セーフティネット貸付・保証
等、信用保証協会や政府
系金融機関等の対応 

2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

◎高金利の復活は、中小企業の支援にはならない。 
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◎一部業者への認可制導入によって、改正の趣旨が骨抜きに
なる恐れ。 

 与党内で、一定の純資産額を有するなど、一定の条件を満たす貸金業者を「認可貸金
業者」と認定し、認可貸金業者には、①上限金利２９．２％までの貸付を認める、②総量
規制の適用対象外とする、などの改正案が検討されている。 

しかしながら… 

 貸金業者は寡占化が進んでおり、消費者向無担保貸付の残高上位５
社に認可を与えるだけで、消費者向無担保貸付の８４．３％の貸付につい
て、金利２９．２％の貸出が可能となり、総量規制の対象外となる。 

貸付残高規模 該当業者数 
消費者向け無担保貸付残高 

残高（億円） 構成比（％） 

 5,000億円超 2 13,821 57.5 

 1,000億円超～5,000億円以下 3 6,445 26.8 

 500億円超～1,000億円以下 0     

 100億円超～500億円以下 9 2,255 9.4 

 50億円超～100億円以下 6 474 2.0 

 10億円超～50億円以下 24 531 2.2 

 5億円超～10億円以下 22 157 0.7 

 1億円超～5億円以下 102 212 0.9 

 5,000万円超～1億円以下 98 71 0.3 

 1,000万円超～5,000万円以下 177 53 0.2 

 1,000万円以下 78 3 0.0 

 合計 521 24,027 100.0 

 データ出典「金融庁・貸金業関係資料集（消費者向無担保貸金業者の貸付
残高（貸付残高規模別）・平成２５年３月末現在）」 

84.3

％ 

一部業者への認可制導入を認めると、改正貸
金業法の趣旨が骨抜きとなり、これまでの成
果が水の泡になる危険性大。 
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消費者金融大手A社の平均調達金利は、1.81％。 
消費者金融大手B社の平均調達金利は、0.93％。 
大手信販業者C社の平均調達金利は、1.18％。 
    

     

    寡占状況の上、低利での資金調達もできる大 

    手業者に、今、ここで29.2％の高金利を認め 

    る必要性は？ 

データ出典：平成26年3月期の各社の有価証券報告書 

ちなみに… 

57.5％
(該当業者2社)

26.8％

(該当業者3社)

大手５社を除く

だけで、わずか

15.7%
(該当業者516

社)

貸金業界の寡占化の状況

（消費者向け無担保貸付残高の割合）

貸付残高規模5,000億円超

同1,000億円超5,000億円以下

同1,000億円以下



 金利規制の推移 

利息制限法の制限利率の推移 

制限利率 ＜銀行貸出約定平均金利＞ 

①明治10年9月11日 太政官布告 （1877年） 

100円未満 

100円以上1000円未満 

1000円以上 

 

年20% 

年15% 

年12% 

 

年9.9645%（約10%） 
 

②大正8年 法改正（1919年） 

100円未満 

100円以上1000円未満 

1000円以上 

 

年15% 

年12% 

年10% 

 

年8.0665%（約8%） 

（大正5,6,7年は約7%） 

③昭和29年 法改正（1954年） 

10万円未満 

10万円以上100万円未満 

100万円以上 

 

年20% 

年18% 

年15% 

 

年9.08% 

（昭和24～28年は年10～12%） 

④平成18年12月 年1.766% 

⑤平成24年3月 年1.428% 

12 

銀行貸出約定平均金利が年１０％の時代でも、利息制限法の制限利率の
上限は年２０％ 

 

      明治以来、利息制限法の制限利率が年２９．２％ 

     となったことは一度もない。 
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出資法の上限金利の推移 

年109.5% 改正前出資法の上限金利 

年40.004% 1991年11月1日から2000年5月31日まで 

年29.2% 2000年6月1日から2010年6月17日まで 

年20% 2010年6月18日から 

多くの利用者が年利２９．２％での借り入れを強いられる
こととなり、出資法によって高利を処罰し、消費者の保護
（多重債務の防止）を図ってきた法の趣旨がなし崩しとな
る恐れがある。 

      

認可制を導入すると… 
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